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平成 27年度 第 4回日進市男女平等推進審議会議事録要旨 

 

日   時 平成 28年 3月 7日（月）午後 6時 30分～7時 40分 

場   所 南庁舎 2階 第 5会議室 

出 席 委 員 吉田あけみ、山田尚武、吉田真砂、佐藤正彦、吉田勝俊、安形典子、 

水谷有志、戸松玲子、天野典幸、原真理子、下野房子、棚瀬和美、 

菅沼成明（敬称略） 

事  務  局 石川雅之（市民協働課長）、杉田武史（同課主幹） 

森部江美（同課男女平等推進係長） 

傍聴の可否 可 

傍聴の有無 有（3名） 

協議事項 

(1) 第 2次日進市男女平等推進プランの中間見直しについて 

(2)その他 

 

議事及び発言内容 

発言者 内     容 

 1 開会 

事務局 開会を宣す。 

 2 あいさつ（会長） 

会 長 傍聴者の確認。 

事務局 傍聴の申し出（3名）あり。傍聴者入室。 

会 長 次第に沿って進行。 

会 長 3 協議事項(1)第 2 次日進市男女平等推進プランの中間見直しについて説明

を求める。 

事務局 資料 1 パブリックコメント実施結果 

 

実施結果の報告。（意見提出者数 5名、提出意見数 12件） 

提出意見を踏まえて修正を考えている部分を中心に説明。 

※市ホームページ「第 2 次日進市男女平等推進プラン中間見直し（案）のパ

ブリックコメント」の「パブリックコメント実施結果」参照。 

会 長 質疑・意見を求めるもなく、次の説明を求める。 

事務局 資料 2 第 2次日進市男女平等推進プラン中間見直し（案） 

 

本日配布したプラン中間見直し（案）については、先ほど説明したパブリ

ックコメントを受けての修正や、事務局として気づいた点について若干の修

正を行っていますので、修正点を説明させていただきます。 

一点目、巻末資料としていた用語集について、その頁で説明を読めるよう
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に、該当ページの下に記載しました。 

二点目、数値目標の「市一般職員の役職のうちの女性割合」について、当

初は役職毎に 4 つに分けていましたが、管理職は女性職員の増減で大きく割

合が変動することや、一般的な「係長級以上（中間職）」と「課長級以上（管

理職）」の 2つにした方が分かり易いと考え修正しました。 

また、このほかにも説明文の一部修正等を行っていますが、説明の主旨が

変わるような修正ではありません。 

なお、数値目標について、前回の審議会でも説明させていただきましたが、

あらためて説明させていただきます。 

今回、項目の見直しも行いましたが、明らかに目標が達成しているものや、

施策の推進として、よりふさわしいと考えられる項目に変更しています。た

だし、これまで数値目標として掲げていた項目についても、継続して進捗管

理を行うとともに、本審議会にも毎年報告させていただきます。 

会 長 質疑・意見を求める。 

委 員 数値目標の項目下に「市職員の取り組み」としてまとめてありますが、職

員ひとり一人の取り組みではなく、多くの場合は市役所組織としての取り組

みなので、例えば「市役所としての取り組み」としたほうが表現として適し

ていると思います。 

会 長 他に意見がなければ、わかりやすくなると思いますので「市役所としての

取り組み」に修正をお願いします。 

委 員 基本目標Ⅱの数値目標にある「小中学校の女性教員の登用率」について、

全学校ではありませんが、主幹教諭という役職もありますので、含めたほう

がいいと思います。 

事務局 教育委員会にも確認をとりながら追加していきます。 

委 員 基本目標Ⅰ-5（DV防止対策）でデート DVが盛り込まれていますが、重点推

進施策②（DV防止対策）にもデート DVの表記を盛り込んだほうがいいと思い

ます。 

会 長 重点推進施策②の「背景」の説明文に、デート DVの表記を盛り込んで、用

語解説も追加するようにお願いします。 

委 員 数値目標の「DVの相談件数」には、デート DVも含まれていますか。 

事務局 デート DVとしての相談件数は把握していませんので、含まれていません。 

委 員 DV防止等に関する市職員研修には、デート DVの内容も入っていますか。 

事務局 デート DVについての基礎知識や、現状などについて盛り込んでいます。 

会 長 本日いただいた意見を基に事務局で修正していただいたものを、最終的に

会長・副会長で確認させていただくということでよろしいでしょうか。 

委 員 了承。 

 （答 申） 

日進市男女平等条例第 10条第 4項の規定に基づく行動計画（第 2次日進市
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男女平等推進プラン）の中間見直し（案）の策定について 

会 長 4 協議事項(2)その他について説明を求める。 

事務局 一点目、男女平等推進情報誌はーもにっしんについて。 

次号の特集記事をプランの中間見直しとし、啓発周知を兼ねて 5 月の広報

で全戸配布する予定です。 

二点目、プランの配布について。 

本日いただいた意見等を反映し、会長・副会長に確認いただいたうえで最

終版を作成します。完成後、委員の皆さまにもお渡しいたしますので、よろ

しくお願いします。 

会 長 全体を通して質疑・意見を求めるもなく、閉会を宣す。 

（午後 7時 40分 了） 

 


